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午前九時〇〇分開会 

午前九時〇〇分開議 

○議長（谷重幸君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、令和６年美浜町議会

第３回定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、９番 谷進介議員、１０番 

鈴川議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 事務局長から、別紙会期予定表を説明します。 

○事務局長（野田佳秀君） 説明します。 

 令和６年美浜町議会第３回定例会会期予定表。 

 ９月１２日木曜日、本会議 

 １番、会議録署名議員の指名 

 ２番、会期の決定 

 ３番、諸報告 

 ４番、全議案の提案理由説明 

 散会後、全員協議会、各常任委員会、各特別委員会を開きます。 

 １３日金曜日、本会議、一般質問 

 １４日土曜日、１５日日曜日、１６日月曜日、休会、閉庁でございます。 

 １７日火曜日、休会 

 １８日水曜日、本会議、議案審議 

 １９日木曜日、本会議、議案審議 

 ２０日金曜日、本会議、議案審議 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から９月２０日までの９日間にしたい

と思います。 

 ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２０日まで

の９日間に決定しました。 

 日程第３ 諸報告を行います。 

 本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。 
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○事務局長（野田佳秀君） 報告します。 

 報告第１号 令和５年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 議案第１号 美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 議案第２号 物品購入契約の締結について 

 議案第３号 令和６年度美浜町一般会計補正予算（第３号）について 

 議案第４号 令和６年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 議案第５号 令和６年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第６号 令和６年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 議案第７号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 議案第８号 教育委員会委員の任命について 

 認定第１号 令和５年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について 

 認定第２号 令和５年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第３号 令和５年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第４号 令和５年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 認定第５号 令和５年度美浜町下水道事業会計決算認定について 

 認定第６号 令和５年度美浜町水道事業会計決算認定について 

 以上です。 

○議長（谷重幸君） 町長提出議案は以上です。 

 次に、監査委員から例月出納検査結果について文書報告を受けています。お手元に配付

のとおりです。 

 次に、令和５年度決算審査結果等について文書報告を受けています。お手元に配付のと

おりですが、監査委員から報告を受けます。鈴川議員。 

○監査委員（鈴川基次君） おはようございます。 

 それでは、令和５年度の決算審査意見書を報告いたします。 

 地方自治法第２３３条第２項及び同条第５項の規定により、令和５年度美浜町一般会計

歳入歳出決算及び特別会計３会計の決算等について、８月２０日、２１日、２２日に審査

したので、その結果を報告します。 

 令和５年度中に実施した例月出納検査・定期監査・随時監査等の結果を参考にしながら、

関係諸帳簿並びに諸書類を照査の上、審査を実施しました。 

 令和５年度決算審査意見書につきましては、お手元に配付のとおりです。 

 審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出予算整理簿は、法令

に基づいて調整されており、計数は関係帳簿及び証拠書類等と照合した結果、計数的に正

確であり、内容も正当なものである。 

 審査の意見。 

 各課の決算報告については、令和５年度主要施策の成果を主として、一般会計歳入歳出

決算書、特別会計歳入歳出決算書を用いて各課長より実績評価及び次年度に向けての計画
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について説明を受けた。各課とも運営意欲が感じられ、業務掌握についても特に指摘する

べき事項は見当たらない。 

 ヒアリングでは、例月監査時より注目していた事項の確認も行った。 

 防災まちづくりみらい課では、ふるさと納税の制度変更に対する対応・煙樹ヶ浜キャン

プ場の現状と使用料金の現金管理について。総務課では、職員研修・ストレスチェック検

査実施後の対応について。各課における切手管理状況を取りまとめた報告を受けた。 

 職員研修については、不祥事防止や自己啓発のためにも引き続き定期的に実施を行い、

管理職・一般職を問わず積極的な参加を望みたい。 

 出納室金庫については、担当者立会いの上で適正管理の確認を行った。 

 今回のヒアリングでは、各課長に加えて副町長・教育長にも面談の機会を得て実施する

ことができた。コロナ禍における財政出動も落ち着き、平常を取り戻した現状において、

いま一度自主財源の確保に取り組み、効果的な運用により一層の住民福祉の向上と人口減

少に歯止めをかける町づくりを期待したい。 

 次に、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、令和５年度美浜町下水道事業会計、

美浜町水道事業会計の決算書類について、７月１１日に審査したので、その結果を報告し

ます。 

 決算審査に当たって、町長から提出された決算書類が地方公営企業法及び関係法令に基

づいて作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているか検証するため、決

算諸表、その他帳簿及び証拠書類等の照合等のほか、関係職員から決算について説明を聴

取するなどの方法により審査しました。 

 また、事業の経営内容を把握するため、計数の分析を行うとともに、公営企業経営の基

本原則である経済性の発揮及び公共の福祉の増進に寄与しているか、その他、令和５年度

中に実施した例月出納検査・定期監査・随時監査の結果も参考にしながら審査を実施しま

した。 

 令和５年度決算審査意見書につきましては、お手元に配付のとおりです。 

 審査に付された決算報告書は、地方公営企業法及び関係法令に準拠して作成されており、

その計数は正確であり、経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認める。 

 審査意見。 

 決算審査及び例月出納検査等を通じて下水道事業・水道事業の会計処理は適正に行われ

ているものと見られ、違和感を感じるところはなかった。 

 両事業に共通することとして、給水人口の減少による水需要の低下は避けられない。事

業損益は、事業量の減少により厳しい状況にあり、令和６年度より水道料金の改定により、

当分は維持できると予想されるが、余力はないものと思われ、今後とも有収率の高率維持

に努められたい。 

 今後、浄水場や下水処理場などの施設の老朽化による更新事業も見込まれ、多額の支出

を招くことも考えられる中、将来にわたり安定的な持続可能な下水道事業・水道事業の経
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営を期待したい。 

 最後に、令和５年度決算に基づく健全化判断比率審査及び資金不足比率の審査意見書。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、令和５年度決算に係る健全化判断比率・資金不足比率等について、８月２２日に審査

したので、その結果を報告します。 

 町長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施しました。 

 令和５年度の健全化判断比率において、一般会計と一般会計以外の全ての会計の赤字額

はなく、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は共に発生していない。実質公債費比率につ

いても、早期健全化基準を大きく下回っている。 

 将来負担比率はマイナス数値となり、健全化判断比率の状況へ表記されない。 

 健全化判断比率及び資金不足比率は、法令に基づき財政状況を客観的に判断する財政指

標であることにより、指標を意識しつつ住民福祉が向上する財政運営を願いたい。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（谷重幸君） 次に、議員派遣の件についての派遣結果の報告については、お手元

に配付のとおりです。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。 

 次に、教育長から、令和６年度美浜町教育委員会点検評価報告書が提出されています。

お手元に配付のとおりです。 

 これで諸報告を終わります。 

 日程第４ 全議案の提案理由説明を求めます。町長。 

○町長（籔内美和子君） おはようございます。 

 令和６年美浜町議会第３回定例会に提案いたしました報告１件、議案８件、認定６件に

ついて提案理由を申し上げます。 

 報告第１号は、令和５年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

でございます。 

 財政の健全性に関する指標を公表し、全国一律の基準に照らし合わせて、もし基準を超

えれば再生を図るための計画策定が義務づけられるものでございますが、令和５年度の決

算の結果、当町では実質赤字比率、連結実質赤字比率はいずれも赤字はなく、赤字比率は

発生してございません。また、実質公債費比率につきましては６．５％で、早期健全化基

準を大きく下回ってございます。将来負担比率につきましてはマイナスとなり、発生なし

となってございます。 

 令和５年度決算に係る資金不足比率につきましても、対象の特別会計では、いずれも資

金不足は発生してございません。 

 議案第１号は、美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。 
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 今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令により、マイナンバーカードと

被保険者証の一体化に係る改正国民健康保険法の施行期日が令和６年１２月２日と定めら

れたことに伴い、当条例の関係部分を改正するものでございます。 

 議案第２号は、物品購入契約の締結についてでございます。 

 積載型給水タンク車の入札につきましては、令和６年度、令和７年度の物品販売及び役

務の提供を行っている業者の中で、町内業者及び町公用車の点検・定期点検業者４業者を

指名し、去る８月９日に入札執行いたしました。議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、落札者との契約に関する議会の議決をお

願いするものであり、予定価格１２，２６２，８００円に対し、契約金額１２，２１０千

円、契約の相手方は和歌山県日高郡美浜町大字吉原８７２番地の１、カーメイトみはま、

代表者、尾上正樹氏でございます。 

 議案第３号は、令和６年度美浜町一般会計補正予算（第３号）についてでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３８，８５８千円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を４２億６７，２９３千円とするものでございます。 

 ３ページの第２表 地方債補正は、追加と変更でございます。 

 それでは、歳入からご説明いたします。 

 ７ページ、地方特例交付金の追加は、地方特例交付金の確定によるものでございます。 

 地方交付税、普通交付税の追加は、財源調整でございます。 

 国庫支出金、国庫補助金、土木費国庫補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金でご

ざいます。 

 総務費国庫補助金の追加は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金でございます。 

 県支出金、県補助金、農林水産業費県補助金の追加は、多面的機能支払推進事業交付金

でございます。 

 教育費県補助金の追加は、和歌山県公立学校給食費無償化事業補助金でございます。 

 ９ページ、繰入金、特別会計繰入金の追加は、令和５年度和歌山県後期高齢者医療広域

連合特別会計療養給付費負担金の精算に伴うものでございます。 

 諸収入、雑入の追加は、過年度障害者自立支援給付費等負担金と雇用保険料自己負担分

でございます。 

 町債、教育債の減額は、県の給食費無償化事業補助金の創設及び令和５年度の実績によ

り、過疎対策事業債における給食費無償化事業の限度額を減額するものでございます。 

 農林水産業債の追加は、給食費無償化事業の限度額を減額することにより、町の限度額

の範囲内で新たに次世代野菜花き産地パワーアップ事業を追加するものでございます。 

 臨時財政対策債の追加は、本年度の普通交付税算定により、発行可能額が確定したこと

によるものでございます。 

 民生債の追加は、町の限度額の範囲内で乳幼児・子ども医療費助成事業の限度額を追加
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するものでございます。 

 次に歳出について申し上げます。 

 １１ページ、総務費、総務管理費、財産管理費の追加は、町有地内支障木の伐採費用で

ございます。 

 企画費の追加は、長期総合計画策定業務委託と町制施行７０周年記念事業補助金でござ

います。 

 青少年対策費、負担金補助及び交付金の減額は、広域青少年補導センターの繰越金の確

定によるものでございます。 

 電子計算費の追加は、ガバメントクラウドネットワーク接続のための費用でございます。 

 諸費では、負担金補助及び交付金の減額は、御坊広域行政事務組合の繰越金の確定によ

るもの、償還金利子及び割引料の追加は、各補助事業の精算による償還金の追加でござい

ます。 

 物価高騰対応重点支援事業費の補正は、国庫補助金の交付決定による財源更正でござい

ます。 

 民生費、社会福祉費、老人福祉費、繰出金の減額は、介護保険特別会計と後期高齢者医

療特別会計への繰出金でございます。 

 １３ページ、児童福祉費、児童措置費は、町債の変更による財源更正でございます。 

 放課後児童健全育成事業費、役務費の追加は、害虫駆除料でございます。 

 衛生費、清掃費、塵芥処理費の減額は、清掃センター負担金で繰越金の確定によるもの、

し尿処理費の減額は、クリーンセンター負担金で繰越金の確定と汚泥再生処理センターの

工事計画変更によるものでございます。 

 農林水産業費、農業費、農業振興費の追加は、水土里情報システムデータ更新によるも

のでございます。 

 １５ページ、水産業費、水産業振興費の追加は、紀州日高漁協製氷施設改修事業で製氷

施設の修繕費の２分の１を負担するものでございます。 

 商工費、観光費の追加は、煙樹海岸キャンプ場、潮騒かおる煙樹ヶ浜憩いの広場の管理

に係る消耗品等でございます。 

 土木費、道路橋梁費、道路新設改良費の追加は、町道拡幅工事に伴う地積測量図作成手

数料と用地買収費でございます。 

 都市計画費、都市計画総務費の追加は、都市計画図作成業務でございます。 

 教育費、教育総務費、事務局費の追加は、公用車の車検に伴う費用でございます。 

 小学校費、学校管理費の追加は、和田小学校のフルタイム会計年度任用職員に係る人件

費と、報償費は講師謝金、役務費は松原小学校での庭木剪定料でございます。 

 保健体育費、体育施設費の追加は、第１若もの広場改修工事設計委託業務とエンジンブ

ロワーの購入でございます。 

 学校給食施設費の補正は、県補助金と町債の変更による財源更正でございます。 



令和６年美浜町議会第３回定例会（第１日） 

 

 

 
10 

 議案第４号は、令和６年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてで

ございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５，０６４千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を９億４０，３８３千円とするものでございます。 

 歳入でございますが、６ページ、繰越金、前年度繰越金は、財源調整によるものでござ

います。 

 諸収入、雑入、過年度国民健康保険診療報酬精算分は、前年度の診療報酬の確定による

精算分でございます。 

 歳出でございますが、８ページ、諸支出金、償還金及び還付加算金、普通交付金償還金

は、前年度に交付を受けた普通交付金の確定による精算分でございます。 

 議案第５号は、令和６年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてでござ

います。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２２，４１６千円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を８億４６，４３９千円とするものでございます。 

 歳入でございますが、６ページ、保険料、介護保険料、第１号被保険者保険料の追加は、

調定見込によるものでございます。 

 繰入金、一般会計繰入金の減額は、介護給付費の増額と事務費の減額によるものでござ

います。 

 繰越金の追加は、財源調整でございます。 

 歳出でございますが、８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費の減額は、御坊広域

行政事務組合の介護認定審査会運営費分担金の確定によるものとシステム改修事業実績の

精算による補助金の償還金でございます。 

 保険給付費、介護予防サービス等諸費、介護予防住宅改修費の追加は、実績見込みによ

るものでございます。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金の追加は、前年度事業実績の精算による国、

県、支払基金への償還金でございます。 

 議案第６号は、令和６年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

でございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３，１０３千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を２億７７，３６８千円とするものでございます。 

 歳入でございますが、６ページ、繰入金、一般会計繰入金の追加は、事務費繰入金の追

加によるものでございます。 

 繰越金、前年度繰越金の追加は、出納整理期間中に収入があった保険料を次年度へ繰り

越すものでございます。 

 諸収入、雑入の追加は、令和５年度療養給付費負担金の精算によるものでございます。 

 歳出でございますが、８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費の追加は、後期高齢



令和６年美浜町議会第３回定例会（第１日） 

 

 

 
11 

者医療広域連合に納付する保険料と事務費負担金でございます。 

 諸支出金、繰出金、他会計繰出金の追加は、令和５年度療養給付費負担金の精算により、

一般会計へ返還するものでございます。 

 議案第７号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 

 固定資産評価審査委員会委員は、３名の方に就任いただいておりますが、このたび、田

中愼太郎氏、小薮清信氏、お二人の任期が、本年１０月１０日までとなってございます。

引き続き固定資産評価審査委員会委員として選任させていただきたく、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 議案第８号は、教育委員会委員の任命についてでございます。 

 令和６年６月７日付で前任者の辞職に伴う補欠の委員として、美浜町大字和田２８５３

番地、北裏恵子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 北裏氏におかれましては、温厚な人柄とともに講師として小中学校で教壇に立たれたご

経験もお持ちでいらっしゃいますので、保護者としての立場より、多角的な視点でのご意

見等を賜ることができる方と存じ、このたび委員をお願いした次第であります。 

 続きまして、現在、教育委員会委員として就任されています岡本和能氏の任期が、本年

９月３０日までとなってございます。岡本氏におかれましては、平成２４年１０月１日よ

り今日までの３期１２年にわたりご活躍くださり、町の教育行政に対しましてご尽力を賜

りました。 

 このたび任期満了を迎えるに当たり、委員を勇退されることとなりますが、ここに改め

てそのご功績をたたえ、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 後任といたしまして、人格、識見ともに優れ、中学校で校長を務められたご経験をお持

ちでいらっしゃいます、美浜町大字吉原８９０番地の６、津村仁志氏を教育委員会委員に

任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 認定第１号は、令和５年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願いするものでございま

す。 

 認定第２号 令和５年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第３号 令和５年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第４号 令

和５年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、以上３件につきまし

ても、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願い

するものでございます。 

 認定第５号は、令和５年度美浜町下水道事業会計決算認定について、認定第６号は、令

和５年度美浜町水道事業会計決算認定について、以上２件につきましては、地方公営企業

法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするもので



令和６年美浜町議会第３回定例会（第１日） 

 

 

 
12 

ございます。 

 以上、本定例会に提案いたしました報告１件、議案８件、認定６件について、一括して

提案理由を申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午前九時三十六分散会 

 再開は、明日１３日午前９時です。 

 この後、全員協議会、各常任委員会、各特別委員会を開きます。 

 お疲れさまでした。 


